
（注1）福岡県の均等割については、標準税率1,000円に森林環境税（県税）500円が上乗せされています（市町村民税の
均等割については、標準税率3,000円となっております）。また、令和6年度から、森林環境税（国税）（年額1,000
円）を県民税及び市町村民税の均等割と併せて納めることとなっています。

（注2）指定都市（北九州市、福岡市）に住所を有する方の平成30年度分以降の個人住民税所得割の税率は次のとおり変更
されています。県民税4%、市民税6%⇒県民税2%、市民税8%

あわせて、次のように年税額を分けて納めることになっています。

事業所得者等…

給与所得者…

年金所得者…

1,500円

※令和6年度においては、定額減税が実施されることから納税方法が通常とは異なります。詳細については、P.12をご覧くだ
さい。
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●非課税となるとき

所得割も均等割も
課税されない人

生活保護法の規定による生活扶助を受けている人（分離課税対象の退職所得があっても住民税は非課税）

前年中の合計所得金額（※1）が135万円以下で次に掲げる人・障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

・控除対象配偶者及び扶養親族がいない人　　35万円（注）+10万円

・控除対象配偶者または扶養親族がいる人

　35万円（注）×家族数（本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族数）+21万円（注）+10万円

（注）住所地である市町村の生活保護基準における級地が1級地である場合

所得割が課税され
ない人

前年中の総所得金額等（※2）の合計額が次の算式で求めた額以下の人

・控除対象配偶者及び扶養親族がいない人　35万円 +10万円

・控除対象配偶者または扶養親族がいる人　35万円×家族数（本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族数）+32万円 +10万円

※給与等の収入金額が850万円を超え、次の（1）～（4）の要件
を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額
から差し引く。
　（1）特別障がい者に該当する
　（2）22歳以下の扶養親族を有する
　（3）特別障がい者である同一生計配偶者を有する
　（4）特別障がい者である扶養親族を有する
所得金額調整控除＝（給与等の収入金額－850万円）×0.1
（給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、計算上使用
する給与等の収入金額は1,000万円）
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がい がい

（特別障がい者で、同居を常況としている配偶者を含む）

障 が い 者 控 除
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がい がい

特別障がい者を含む）１人につき

項　　目 内　　　　容

調 整 控 除

税源移譲に伴い、所得税と住民税の人的控除の差額により生じる負担増を調整するものです
（合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されません）。
　〈控除額〉
　①個人住民税の課税所得が200万円以下の場合
　　下記イ、ロのいずれか少ない額×5％（県民税2％、市町村民税3％（注1））
　　　イ・・・5万円と人的控除差額の合計額
　　　ロ・・・個人住民税の課税所得金額
　②個人住民税の課税所得が200万円超の場合
　　{5万円と人的控除差額の合計額－（課税所得金額－200万円）} ×5％（県民税2％、市町村民税3％（注1））
　　ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円（県民税1,000円、市町村民税1,500円）
　（注1）指定都市在住者の場合　県民税1％、市民税4％

寄 附 金 税 額 控 除
（13ページ参照）

福岡県共同募金会、日本赤十字社福岡県支部、都道府県、市区町村及び所得税で控除される寄附
金のうち県・市町村が条例で定めたものに対する寄附金を支出した場合に一定の額が控除さ
れます。
　〈控除額〉
　①基本控除額
　　（寄附金額－２千円）×10％（県民税4％、市町村民税6％（注2））
　　ただし、寄附金額は総所得金額の30％が上限
　　（注2）指定都市在住者の場合　県民税2％、市民税8％
　②特例控除額

地方団体に対する寄附金（ふるさと納税として総務大臣の指定を受けた団体に対する寄
附金）の場合、住民税の所得割額（調整控除後）の２割（令和6年度においては、定額減税前
の所得割額（調整控除後）の2割）を上限として①に下記を加算

（寄附金額－２千円）× {90％－（0 ～ 45％（注3））×1.021}
（注3）0 ～ 45％は、寄附者に適用された所得税の限界税率
所得税の税率は、課税所得に応じて決められています。

（平成27年分から、課税所得195万円以下は5％、195万円超330万円以下は10％…（略）…、
1,800万円超4,000万円以下は40％、4,000万円超は45％）
例えば、課税所得が300万円の場合の所得税の限界税率は10％です。

　「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について
　平成27年4月1日以後に行われる寄附について「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
が創設され、控除に必要な確定申告が不要になりました。
　適用を受けるためには、寄附先に手続きを行う必要があります。
　なお、寄附者が確定申告を行った場合又は5団体を超える地方団体に対して寄附を行っ
た場合は、適用されません。

配 当 控 除

株式の配当所得がある場合その金額に一定の率（県民税0.15％～ 1.2％、市町村民税0.2％
～ 1.6％（注4））を乗じた額を控除できます。
　ただし、一部控除できない配当があります。
　（注4）指定都市在住者の場合　県民税0.07％～ 0.56％、市民税0.28％～ 2.24％

外 国 税 額 控 除
外国で得た所得について、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の
方法により計算された金額が控除されます。

配当割額又は株式等
譲渡所得割額の控除

源泉徴収済みの配当所得及び株式等譲渡所得を申告した場合に、他の所得と合算して所得割を
課税するとともに、二重課税にならないように、配当割額・株式等譲渡所得割額を控除します。
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（県税）

　調整控除とは、税源移譲によって、所得税と住民税の税率構造を見直した結果、それぞれの人的控除の差により、所得税
　と住民税の合計額が増える分を減額することにより、税負担が変わらないようにするために設けられたものです。

　所得控除は、配偶者や扶養親族があるかどうかなど、納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引
　くことになっているものです。

3  定額減税

4  合計（均等割額＋所得割額－定額減税）

令和6年度の住民税（県民税・市町村民税）を計算してみましょう。
納税者 : 正社員
配偶者 : 家庭内家事労働者（収入なし）
子 :２人（高校３年生、中学３年生）

5

1,500 1,000
3,000

前年（令和5年）の

定額減税額 40,000円（減税対象人数4人×10,000円）

※上記と併せて森林環境税（国税）（年額1,000円）が課税されます。

61,300円
92,700円

154,000円

定額減税額
40,000円

定額減税額
40,000円

県民税所得割額
75,800円

県民税所得割額
75,800円

市町村民税所得割額
113,700円

定額減税額（県民税）
16,000円

16,000円

24,000円

県民税の減税額･･･････

市町村民税の減税額･･･

11

県税のしおり



（県税）

　調整控除とは、税源移譲によって、所得税と住民税の税率構造を見直した結果、それぞれの人的控除の差により、所得税
　と住民税の合計額が増える分を減額することにより、税負担が変わらないようにするために設けられたものです。

　所得控除は、配偶者や扶養親族があるかどうかなど、納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引
　くことになっているものです。

3  定額減税

4  合計（均等割額＋所得割額－定額減税）

令和6年度の住民税（県民税・市町村民税）を計算してみましょう。
納税者 : 正社員
配偶者 : 家庭内家事労働者（収入なし）
子 :２人（高校３年生、中学３年生）

5

1,500 1,000
3,000

前年（令和5年）の

定額減税額 40,000円（減税対象人数4人×10,000円）

※上記と併せて森林環境税（国税）（年額1,000円）が課税されます。

61,300円
92,700円

154,000円

定額減税額
40,000円

定額減税額
40,000円

県民税所得割額
75,800円

県民税所得割額
75,800円

市町村民税所得割額
113,700円

定額減税額（県民税）
16,000円

16,000円

24,000円

県民税の減税額･･･････

市町村民税の減税額･･･

定額減税

●対象となる方
　令和５年分の合計所得金額（※１）が1,805万円以下である所得割の納税義務者

●減税される額
　所得割額から次の金額の合計額が減税されます。
・本人　　10,000円
・控除対象配偶者（※２）及び扶養親族　　１人につき10,000円

（※１）「合計所得金額」とは、例えば給与収入（公的年金収入）のみの人については、給与所得控除後（公的
年金等控除後）の金額をいいます。
【合計所得金額＝純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額等】

（※２）「控除対象配偶者」とは、同一生計配偶者（納税者と生計が一であり、年間の合計所得金額が48万円以
下である配偶者）のうち、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。

（注）控除対象配偶者を除く同一生計配偶者（納税者本人の合計所得金額が1,000万円超かつ配偶者の合計
所得金額が48万円以下の場合）につきましては、令和７年度の状況により、令和７年度分の住民税から減
税されます。

●実施方法
①事業所得者等……定額減税前の年税額をもとに算出された第１期分（令和６年６月分）の税額から減税され、

減税しきれない場合は、第２期分（令和６年８月分）以降の税額から、順次減税されます。
②給 与 所 得 者……令和６年６月分の給与では特別徴収されず、定額減税後の税額が令和６年７月分から令

和７年５月分までの１１か月で分けて徴収されます。
③年 金 所 得 者……定額減税前の税額をもとに算出された令和６年１０月分の特別徴収税額から減税され、

減税しきれない場合は、令和６年１２月分以降の特別徴収税額から順次減税されます。

●その他
◎定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
なお、令和６年度分の住民税における、ふるさと納税の特例控除額の控除上限額は、定額減税前の所得割
額（調整控除後）の２割となります。

◎定額減税の対象となる方のうち、定額減税で引ききれないと見込まれる方については、住民税が課税される市
町村から別途給付金（調整給付）が支給される予定です。詳細につきましては、市町村にお問い合わせください。

　国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環として、令和６年分の所得税及び令和
６年度分の住民税（県民税・市町村民税）について、定額減税が実施されることとなりました
（一部は令和７年度分の住民税において実施）。

12

FUKUOKA



13

県税のしおり



　公的年金受給者の方については、年金保険者（日本年金機構など）が住民税を年金から
引き落として（特別徴収）市町村へ直接納入することとなっています。

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

●徴収方法
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●納める人

●納める額

法人の区分
税率

平成26年10月１日以後
令和元年９月30日まで
に開始する事業年度

令和元年10月１日以後
に開始する事業年度

均等割

（※１）

１　イ　公共法人及び公益法人等

ロ　人格のない社団等

ハ　一般社団法人及び一般財団法人（いずれも非営利
型法人を除く）

ニ　資本金の額または出資金の額を有しない法人
（保険業法に規定する相互会社及びイからハまでに
掲げる法人を除く）

ホ　資本金等の額（※２）を有する法人で資本金等の
額が１千万円以下である法人

年額 21,000円

２　資本金等の額が１千万円を超え１億円以下である法人 年額 52,500円

３　資本金等の額が１億円を超え10億円以下である法人 年額136,500円

４　資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 年額567,000円

５　資本金等の額が50億円を超える法人 年額840,000円

法人税割
法人税額×4.0％（3.2％）

（※３）
法人税額×1.8％（1.0％）

（※３）

（※１）平成20年４月１日以後に開始する事業年度分から「森林環境税」導入後の均等割税率が適用されます。
（森林環境税についてはP.18をご覧ください。）

（※２）「資本金等の額」とは、法人税法第２条第16号に規定する資本金等の額又は令和２年改正前法人税法第２条第17号の２
に規定する連結個別資本金等の額（連結個別資本金等の額については、令和４年３月31日までに開始する事業年度に限
る。）です。なお、保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で定めるところにより算定した金額です。
ただし、平成27年４月１日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」は、無償増資、無償減資による欠損填補を行い
地方税法第23条第１項第４号の２の規定に該当する場合は、調整後の金額となります。また、この金額が「資本金の額及び
資本準備金の額の合算額」に満たない場合は、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」となります。
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(※２) 通算法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度が６か月を超え、かつ、
当該通算親法人事業年度開始の日以後６か月を経過した日において通算親法人との間に通算完全支配関係
がある法人

か

事業年度終了の日から２か月以内

６か月を経過した日から２か月以内事業年度が６か月を超える法人（※２）

残余財産の確定した日の属する事業年度（※１）

(※1) 通算法人の残余財産の確定の日が通算親法人の事業年度終了の日である場合、その事業年度終了の日から
２か月以内

（※３）法人税割の税率の特例措置
昭和51年２月１日から令和９年１月31日までの間に終了する事業年度分の法人税割額は、以下に掲げる法人で、
その課税標準となる法人税額（※）が年１千万円以下である場合、特例措置があります。ただし、法人課税信託の引
受けを行うものには適用しません。
①資本金の額または出資金の額が１億円以下の法人（特定目的会社を除く）
②資本または出資を有しない法人（保険業法に規定する相互会社を除く）
③人格のない社団等
〈特例措置の税率〉
平成26年10月１日以後に開始する事業年度「法人税額×3.2%」
令和元年10月１日以後に開始する事業年度「法人税額×1.0%」

※２以上の都道府県に事務所または事業所を有する法人については、関係都道府県に分割する前の法人税額です。
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